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前回からの修正点（前文・該当箇所） 

 

修正後（Ver.2） 修正前（前回） 

このような中、花とみどりの活用の

推進の意義を改めて認識し、多様な主

体の連携協力の下、県有施設等におけ

る花とみどりの活用、街路樹等の機能

の発揮、花とみどりの文化の振興等に

積極的に取り組むことで、県民生活に

おける花とみどりの活用を推進する

ことが求められる。 

ここに、我々は、県を挙げて花とみ

どりの活用の推進を図ることで、花と

みどりで優しさあふれる健やかなふ

るさと三重を実現することを目指し、

この条例を制定する。 

このような中、我々は、花とみどり

の活用の推進の意義を改めて認識し、

多様な主体の連携協力の下、県有施設

等における花とみどりの活用、街路樹

等の機能の発揮、花とみどりの文化の

振興等に積極的に取り組むことで、県

民生活における花とみどりの活用を

推進しなければならない。 

ここに、我々は、県を挙げて花とみ

どりの活用の推進を図ることで、花と

みどりで優しさあふれる健やかなふ

るさと三重を実現することを決意し、

この条例を制定する。 

 


